
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 の 設 置 に 関

す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ２ 月 21日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職

の 設 置 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 処 務 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管

理 規 程 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

（ 出 先 機 関 の 設 置 ）  （ 出 先 機 関 の 設 置 ）  

第 ２ 条  （ 略 ）   第 ２ 条  （ 略 ）   

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

名称 位置 所管区域 

（略） （略） （略） 

水質管理セ

ンター 

（略） （略） 

岸和田水道

センター 

岸和田市本

町 

岸和田水道事業に係

る区域 

八尾水道セ

ンター 

八尾市光南

町一丁目 

八尾水道事業に係る

区域 

富田林水道

センター 

富田林市甲

田二丁目 

富田林水道事業に係

る区域 

柏原水道セ

ンター 

柏原市安堂

町 

柏原水道事業に係る

区域 

高石水道セ

ンター 

高石市加茂

四丁目 

高石水道事業に係る

区域 

（略） （略） （略） 

南河内地域

水道センタ

ー 

 

 

南河内郡太

子町大字太

子 

太子水道事業、河南

水道事業及び千早赤

阪水道事業に係る区

域 

名称 位置 所管区域 

（略） （略） （略） 

水質管理セ

ンター 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

太子水道セ

ンター 

南河内郡太

子町大字太

子 

太子水道事業に係る

区域 

河南水道セ

ンター 

南河内郡河

南町大字白

河南水道事業に係る

区域 



 

 

 

 
 

木 

千早赤阪水

道センター 

南河内郡千

早赤阪村大

字水分 

千早赤阪水道事業に

係る区域 

 

３  （ 略 ）  

 （ 略 ）  

 水 質 管 理 セ ン タ ー  

  （ 略 ）  

岸 和 田 水 道 セ ン タ ー  

  総 務 課 、 工 務 課 、 浄 水 課  

 八 尾 水 道 セ ン タ ー  

  総 務 課 、 お 客 さ ま サ ー ビ ス 課 、 工 務

課 、 施 設 整 備 課  

 富 田 林 水 道 セ ン タ ー  

  総 務 課 、 工 務 課  

柏 原 水 道 セ ン タ ー  

  総 務 課 、 工 務 課  

 （ 略 ）  

３  （ 略 ）  

 （ 略 ）  

 水 質 管 理 セ ン タ ー  

  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略 ）  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 の 設 置 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 の 設 置 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

（ 出 先 機 関 に 置 く 職 ）  （ 出 先 機 関 に 置 く 職 ）  

第 ４ 条  （ 略 ）  第 ４ 条  （ 略 ）  

出先機関名 設置する職 

（略） （略） 

水質管理センター （略） 

岸和田水道センター 所長、次長、課長 

八尾水道センター 所長、次長、課長 

富田林水道センター 所長、次長、課長 

柏原水道センター 所長、課長 

高石水道センター 所長 

（略） （略） 

南河内地域水道セン

ター 

所長 

出先機関名 設置する職 

（略） （略） 

水質管理センター （略） 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

太子水道センター 所長 

河南水道センター 所長 



 

 
 

千早赤阪水道センタ

ー 

所長 

 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


